
平成２８年第４回定例会 一般質問 

定 方  英 一 

平成２８年９月８日（木） 

  １，市長マニフェストについて 

（1）２期８年の成果と実績 

（2）新規マニフェストの考え 

（3）今後の取り組み 

 

 ２，人口対策について 

（1）現状 

（2）取り組み 

（3）展望 

 

  ３，マイナンバーカードについて 

（1）申請状況 

（2）交付促進の考え方 

（3）申請のＰＲ 

 

 



伊勢崎クラブを代表し、通告に従い順次一般質問いたします。 

 

まず初めに市長マニフェストについてお尋ねいたします。 

本員は、今回、質問するにあたり、 

7 年前の五十嵐市長初当選時の各社、 

各新聞記事を酌まなく読みました。 

それによりますと、 

新市長には様々な難題が待ち受けると。 

雇用を含む経済対策・伊勢崎駅周辺開発・ 

市民病院の経営改革・都市間競争に埋没 

しない伊勢崎市づくりと、 

上げれば限がありません。 

 

また、 

マニフェストでは、 

5 つの約束 30 余りの政策を掲げた。 

 

しかし、 

マニフェストとして必要不可欠な予算の 

裏付けや 期限が明示されていない。 

極め付きの記事は、 

県議会では人柄の良さを称えられた 

五十嵐氏だが、 

今後首長として、いかにリーダーシップを発揮するかが問われると。 

もーー、言いたい放題、 

本員は、かっかして、 

腸が煮え返る思いでこの記事を読みました。 

 

しかし、皆さん、   

7 年 8 か月たった今、如何でしょうか。 

伊勢崎市を代表する市長として 

五十嵐清隆市長が 最も適任であり、 

これを上回る市長は誰もいないと  

考えるのは、本員だけではないと思います。 

 

 



２期８年の市長マニフェストの柱であります、 

「福祉・地域医療の充実」、 

「地域経済の活性化」、 

「安心、安全なまちづくり」、 

「教育・スポーツ・文化の振興」、 

「行財政改革の推進」と 5 つの約束を掲げております。 

 

この細部に亘り細かい政策を策定し事業の推進をしてきたことと思います。 

 

今日は９月８日ですので、４か月後の丁度、１月８日は伊勢崎市の市長選挙告示

日であります。 

６月議会に於いては、五十嵐市長が出馬表明し、来季に向け着々とマニフェスト

を練り上げている、真っ最中と推察するところであります。 

 

そこで、 

1.市長マニフェストについて 

（1）２期８年の成果と実績 

（2）新規マニフェストの考え 

（3）今後の取り組みについてお伺いいたします。 

 

2点目人口対策についてお伺いいたします。 

日本の人口は２００６年をピークに達し、先進国として、どこの国も経験したこと

のない、人口減少社会が到来すると言われております。 

これまで常に右肩上がりで成長してきた日本経済を縮小の方向に向かわせ、Ｇ

ＤＰを減少させ国力を減衰させていくものと言う悲観的な見方から、これまでの

低い日本の生産性を向上させるチャンスであり、豊かな生活を享受することの

できる社会へと転換することのできるチャンスであるなど、期待を込めたものまで、

多様な議論が交わされております。 

そんな中、本市に於いても、伊勢崎市の人口が増加していく元気な都市を目指

し、第２次総合計画が昨年度よりスタートしました。 

「夢ふくらみ 安心して暮らせる 元気都市 いせさき」の実現に向かい、まちづ

くりの大綱を定めました。 

基本政策１では：市民が健康で生き生きしたまちをつくる。 

2 は：市民と産業を支える力強いまちをつくる。 

3 では：市民が安心して安らかに暮らせるまちをつくる。 

4は：市民が自ら学び豊かな心を育むまちをつくる。 



5 は：市民と協働して自立したまちをつくる。あります。 

この５つの中に、色々な施策を展開し事業を実施する計画であります。 

その他に、子ども子育て支援事業計画を策定し、「子どもを育てるなら伊勢崎市」

をアピールしております。 

 

そこで、 

2.人口対策について 

(1）現状 

（2）取り組み 

（3）展望についてお伺いいたします。 

 

3点目マイナンバーカードについて お伺いいたします。 

マイナンバー制度は行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会

を実現する社会基盤であります。 

国は、住民票を有するすべての方に、一人一つの１２桁のマイナンバーを通知

しました。 

しかし、マイナンバー通知は来たものの、そのまま、放っておく家庭が殆んで、

マイナンバーカードを作るまでに行かないのだと思われます。 

その要因が写真を撮ったり、面倒なことが一つの要因であると考えられます。 

本市に於いては、マイナンバーカードを使って１０月１１日から住民票の写しや

印鑑登録証明書はもちろん、県内初となる戸籍謄本・抄本をはじめ所得証明書

等が全国のコンビニエンス ストアー全国５万店で朝６時半 から夜１１まで土日

祝日も交付が可能と、それに付け加え料金も１００円安くなると。 

（これは、今議会で可決になれば、ですけど） 

画期的なサービスを打ち出しました。 

 

そこで、本市ではマイナンバーカードの交付促進を図るべく、新たに「申請時来

庁方式」による、申請方法を採用するとともに、マイナンバーカード申請用の顔写

真の無料撮影サービスを始めたのであります。 

これも他市では行っていないサービスであり、この事をもっとＰＲして、市民の方に

喜んでもらえるよう、また、一人でも多くの方がマイナンバーカードを持ち利便性を

感じてもらえるようでなければと思います。 

 

本員も、先月このサービスを利用し、マイナンバーカードを申請しましたが、とても

簡単で、写真撮影入れて、ほんの５分程度で終わりました。 

後は、書留でマイナンバーカードが送られて来る、のを待つのみであります。 



 

そこで、 

3 マイナンバーカードについて 

（1）申請状況 

（2）交付促進の考え方 

（3）申請のＰＲについて、お伺いいたします。 

 

以上で質問を終わりますが、答弁の次第により再質問致します。 
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